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2025 年 11 月７日 

各 位 
会 社  名： リ ス ク モ ン ス タ ー 株 式 会 社 

代 表 者 名 ： 代 表 取 締 役 社 長  藤 本  太 一 

（コード番号：3768 東証スタンダード） 

問 合 せ 先 ： 人 事 総 務 部 

 （TEL 03-6214-0331） 

 

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

～資本効率の向上および株主還元の強化を目的として～ 
 

当社は、2025 年 11 月７日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、下記の

通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．自己株式の取得を行う理由 

当社は、安定した利益水準の確保および株価水準の適正化を図るため、機動的な資本政策の一環と 

して自己株式を取得いたします。これにより、資本効率の向上および株主還元の強化を図ります。 

 

２．取得に係る事項の内容 

(1）取得対象株式の種類 当社普通株式 

(2）取得し得る株式の総数 300,000 株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 3.94％） 

(3）株式の取得価額の総額 150,000,000 円（上限） 

(4）取得期間 2025 年 11 月 11 日～2026 年６月 30 日 
※取得期間を当社定時株主総会開催時期までとして設定しておりますが、市場動向

および株価水準を勘案し、機動的かつ柔軟に実施してまいります。 

(5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付（立会取引を通じて実施予定） 

(6) 取得した株式の処分予定 取得した自己株式については、資本効率の向上を目的として、消却

を基本方針に、今後の状況を踏まえ適切に対応してまいります。 

 

（ご参考）2025 年９月 30 日時点の自己株式の保有状況 

発行済株式総数（自己株式を除く）  7,613,654 株 

自己株式数               23,268 株 

 

今回の取得上限数（300,000 株）は、発行済株式総数（自己株式を除く）の 3.94％に 

相当します。 

 

なお、本自己株式の取得に伴う資金需要は、内部留保資金により充当可能であり、当社の財務健全性

に対する影響は軽微です。 

 

以 上 


